


ま
え
が
き

　

創
刊
二
十
七
年
に
な
り
ま
し
た
。
故
三
宅
啓
弘
（
啓
正
）
さ
ん
に
よ
っ
て
灯
さ
れ
た
こ
の
小
さ
な

火
は
絶
え
る
こ
と
な
く
燃
え
続
け
て
き
ま
し
た
。
創
刊
号
は
「
自
分
と
自
分
を
と
り
ま
く
ナ
マ
の
生

活
な
ど
を
文
と
か
詩
歌
、
俳
句
と
し
て
表
現
す
る
、
書
き
と
ど
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
個
人
的
な
さ

さ
や
か
な
体
験
で
も
そ
の
積
み
重
ね
は
国
、
民
族
、
社
会
の
歴
史
に
も
な
る
…
」
の
ま
え
が
き
で
始

ま
り
ま
し
た
。
こ
の
思
い
は
今
も
受
け
継
が
れ
、
私
た
ち
市
民
の
生
活
や
思
い
を
つ
づ
る
こ
と
に
よ

っ
て
時
代
を
映
し
て
き
ま
し
た
。
初
め
て
原
稿
を
書
く
と
い
わ
れ
る
方
、
い
つ
も
書
か
れ
て
い
る
マ

ニ
ア
と
い
え
る
方
、
書
く
こ
と
は
プ
ロ
の
方
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　

文
学
の
素
養
が
な
い
私
が
編
集
を
受
け
持
っ
て
六
冊
目
に
な
り
ま
し
た
。
関
係
す
る
多
く
の
方
々

の
お
陰
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
満
足
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
さ
ら
な
る
指

導
、
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
三
月
に
第
三
十
三
集
を
発
行
い
た
し
ま
し
た
、『
銀
の
ス
プ
ー
ン
』

1



に
と
っ
て
は
穏
や
か
な
一
年
で
し
た
。
し
か
し
秘
密
保
護
法
と
い
う
大
激
震
が
走
り
ま
し
た
。
私
達

ペ
ン
を
持
つ
者
に
は
看
過
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
期
せ
ず
し
て
多
く
の
方
か
ら
寄
稿
が
あ

り
ま
し
た
。
予
定
し
て
い
た
企
画
テ
ー
マ
「
東
北
大
震
災
・
原
発
事
故
」
に
代
え
て
「
秘
密
保
護

法
・
世
相
・
政
治
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
家
族
・
絆
」
の
テ
ー
マ
は
継
続
し
て
い
ま
す
。

　

寄
稿
い
た
だ
い
た
三
十
二
の
作
品
を
四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
ま
と
め
ま
し
た
。
編
集
者
の
独
断
と

偏
見
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。

秘
密
保
護
法
・
世
相
・
政
治

　

本
妙
寺
住
職
の
池
上
さ
ん
は
「
お
手
盛
り
法
案
」
だ
と
そ
の
不
当
性
を
書
か
れ
ま
し
た
。
教
育
者

の
浜
本
さ
ん
は
明
治
時
代
に
軍
の
横
暴
に
対
し
て
闘
っ
た
教
育
者
の
歴
史
を
挙
げ
て
そ
の
危
惧
を
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
平
田
さ
ん
は
世
界
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
情
報
合
戦
に
つ
い
て
戯
画
風
に
、

恩
田
は
最
近
の
世
相
、
政
治
に
つ
い
て
の
思
い
を
、
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
河
合
さ
ん
は
原
発
問

題
に
つ
い
て
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
の
尾
島
さ
ん
は
差
別
問
題
を
子
ど
も
の
時

の
体
験
を
通
し
て
教
育
の
場
で
の
対
応
を
、
平
田
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
で
の
人
種
差
別
と
闘
っ
た
キ
ン
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グ
牧
師
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
村
山
さ
ん
は
「
慣
れ
」
に
つ
い
て
の
警
告
。

家
族
・
絆

　

横
浜
に
お
住
い
の
植
月
さ
ん
は
前
集
に
続
き
母
と
の
思
い
出
を
、
大
西
さ
ん
は
戦
時
中
の
疎
開
の

経
験
を
和
歌
山
編
と
し
て
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
猪
名
川
町
で
そ
ば
屋
「
ま
ん
か
」
を
営
ま
れ

て
い
た
福
中
さ
ん
は
一
昨
年
ご
主
人
に
先
立
た
れ
た
追
憶
を
文
と
短
歌
で
、
そ
の
悲
し
み
を
受
け
取

り
ま
し
た
。
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
。

俳
句
・
随
筆

　

高
齢
の
礒
崎
さ
ん
は
戦
時
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
沖
で
失
っ
た
戦
友
の
鎮
魂
を
前
集
に
続
き
俳
句
に
、
常

連
の
大
和
さ
ん
は
暮
ら
し
の
中
か
ら
俳
句
を
。

　

地
元
川
西
の
北
上
さ
ん
は
い
つ
も
な
が
ら
の
優
し
い
思
い
を
二
編
。
編
集
委
員
の
芹
生
さ
ん
と
徳

永
さ
ん
は
生
活
習
慣
と
な
っ
て
い
る
ラ
ジ
オ
体
操
で
の
出
来
事
を
。
福
留
さ
ん
は
笑
う
こ
と
の
大
切

さ
を
。
初
参
加
の
桃
谷
さ
ん
は
子
ど
も
の
頃
の
体
験
を
。
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
の
牧
さ
ん
は
紫
陽
花
に
ま

つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
作
家
の
田
靡
さ
ん
は
画
家
高
野
卯
港
の
世
界
を
随
筆
に
。
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ス
ポ
ー
ツ
・
旅
・
歴
史

　

医
師
の
坂
東
憲
司
さ
ん
は
毎
年
参
加
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
ヨ
ッ
ト
レ
ー
ス
の
体
験
を
、
初

参
加
の
寄
稿
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
恩
田
は
ヨ
ッ
ト
部
時
代
か
ら
の
思
い
を
。
速
水
妙
子
ス
ヴ
ェ
ン

ソ
ン
さ
ん
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
帆
船
ヨ
ー
テ
ボ
リ
号
の
こ
と
を
。
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
友
好
二
十
五

周
年
記
念
行
事
で
お
会
い
し
た
ス
リ
ラ
ン
カ
人
の
池
本
ニ
ル
ミ
ニ
さ
ん
は
美
し
い
母
国
の
Ｐ
Ｒ
で
初

参
加
。『
ペ
ン
バ
ー
ド
』
な
ど
旅
行
誌
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
小
森
さ
ん
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
コ
タ
キ
ナ

バ
ル
へ
の
旅
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
豪
協
会
員
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
好
き
の
河
合
さ
ん

は
ザ
リ
ガ
ニ
捕
獲
作
戦
の
第
三
編
を
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
平
田
伊
都
子
さ
ん
は
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和

国
に
つ
い
て
注
目
。
郷
土
史
家
の
菅
原
さ
ん
は
多
田
の
薬
師
佛
が
東
京
で
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
地

元
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
作
家
の
田
靡
さ
ん
は
椎
名
麟
三
に
関
す
る
歴
史
を
寄
稿
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

寄
稿
者
は
初
参
加
の
三
名
を
加
え
二
十
四
名
に
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と
読
み
や
す
く
と
い
う
要
望

も
あ
り
、
字
の
大
き
さ
を
九
ポ
イ
ン
ト
か
ら
一
〇
・
五
ポ
イ
ン
ト
へ
変
更
し
ま
し
た
。
ペ
ー
ジ
建
て

4



な
ど
変
わ
っ
て
迷
惑
も
お
か
け
し
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
ペ
ー
ジ

数
の
都
合
上
、
次
集
の
原
稿
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
作
品
も
あ
り
、
失
礼
し
ま
し
た
。
投
稿
を
思
い

な
が
ら
諸
般
の
事
情
で
見
送
ら
れ
た
方
、
健
康
上
断
念
さ
れ
た
方
な
ど
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
末
永
く
執
筆
い
た
だ
く
こ
と
を
心
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

三
十
五
集
の
寄
稿
お
願
い

　

次
の
集
の
発
行
を
来
年
三
月
に
目
標
を
置
き
、
寄
稿
の
お
願
い
を
し
ま
す
。
投
稿
規
定
は
基
本
的

に
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
ポ
イ
ン
ト
の
変
更
は
お
許
し
く
だ
さ
い
。
企
画
テ
ー
マ
も
提
案
く
だ
さ
い
。

提
案
や
ご
意
見
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
新
し
く
参
加
さ
れ
る
方
の
掘
り
起
こ
し
を
お
願
い
し
ま
す
。

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本
と
い
う
形
は
貴
重
な
も
の
で
、
気
が
つ
い
た
ら
蔵
書

に
『
銀
の
ス
プ
ー
ン
』
が
あ
っ
た
と
も
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。
末
永
く
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。

 

二
〇
一
四
年
三
月　

編
集
長　
　

恩
田
怜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

編
集
委
員　

芹
生
弘
、
村
山
茂
、
池
上
正
示　
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） ･････････････････････････････････････････････････････････････････

福　

留　

正　

治　
153

真
夜
中
の
珍
客 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

桃　

谷　

道　

子　
160

〝
秘
す
れ
ば
花
〞
紫
陽
花 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

牧　
　
　
　
　

彰　
162

生
き
る
こ
と
の
哀
し
さ　

そ
の
哀
愁
を
絵
に
な
ぞ
り ･･････････････････････････････

田　

靡　
　
　

新　
165

―
高
野
卯
港
の
世
界

―

ス
ポ
ー
ツ
・
旅
・
歴
史

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
参
戦
記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････

坂　

東　

憲　

司　
172

ス
タ
ー
ボ
ー
で
行
け　

―
風
に
逆
ら
っ
て
生
き
る ･･････････････････････････････････

恩　

田　
　
　

怜　
179

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
便
り
（
５

） ･･･････････････････････････････････････････････････････

速
水
妙
子
ス
ヴ
ェ
ン
ソ
ン　
188

帆
船
ヨ
ー
テ
ボ
リ
号
中
国
へ
行
く

自
然
と
歴
史
の
宝
庫
ス
リ
ラ
ン
カ ･････････････････････････････････････････････････････････････

池
本
ニ
ル
ミ
ニ　
196
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「
老
年
Ｈ
」
を
訪
ね ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

小　

森　

宰　

平　
204

コ
タ
キ
ナ
バ
ル
、
走
る
走
る

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
物
語
（
３

） ･･････････････････････････････････････････････････････････････

河　

合　

成　

一　
214

ペ
ン
デ
レ 
ミ
ン
ギ　

と
て
も
美
し
い ･･･････････････････････････････････････････････････

平　

田　

伊
都
子　
218

今
で
も
崇
敬
さ
れ
て
い
る
多
田
の
薬
師 ･････････････････････････････････････････････････

菅　

原　
　
　

巖　
224

椎
名
麟
三
に
と
っ
て
「
故
郷
」
は
何
だ
っ
た
の
か ･･････････････････････････････････

田　

靡　
　
　

新　
230

「
椎
名
麟
三
生
誕
百
年
展
」
後　
一
裕
未
亡
人
と
の
往
復
書
簡 ･････････････････････

田　

靡　
　
　

新　
234

あ
と
が
き

西
行
の
歌
碑
を
愛
す
る
会

東
北
大
震
災
・
大
津
波
・
原
発
事
故

　
　
福
島
の
子
ど
も
達
の
保
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
／
お
正
月
の
つ
ど
い　

避
災
家
族
を
迎
え
て

寄
稿
者
紹
介

9



秘
密
保
護
法
・
世
相
・
政
治



特
定
秘
密
保
護
法
の
真
意

池
上　

正
示

　

二
〇
一
三
年
十
二
月
六
日
夜
、
特
定
秘
密
保
護
法
が
強
行
採
決
さ
れ
た
。
そ
の
陰
で
、「
改
正
」

生
活
保
護
法
が
、
与
党
の
賛
成
多
数
で
成
立
し
た
。
こ
の
二
つ
の
立
法
に
通
底
す
る
も
の
は
、
同
根

だ
と
思
う
。

　

二
〇
一
二
年
、
迷
走
す
る
民
主
党
政
権
下
で
、「
生
活
保
護
バ
ッ
シ
ン
グ
」
が
流
行
し
た
。
火
付

け
役
は
自
民
党
の
片
山
さ
つ
き
議
員
。
人
気
の
お
笑
い
タ
レ
ン
ト
の
母
親
が
生
活
保
護
を
受
給
し
て

い
た
と
い
う
報
道
を
取
り
上
げ
、
以
来
、
生
活
保
護
の
不
正
受
給
や
受
給
者
の
飲
酒
・
パ
チ
ン
コ
等

の
話
題
が
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
せ
、
受
給
者
の
生
活
態
度
を
監
視
す
る
条
例
を
制
定
す
る
自
治
体
も
現

れ
た
。
や
が
て
政
権
を
奪
還
し
た
自
民
党
は
、
生
活
保
護
法
の
見
直
し
を
政
策
に
掲
げ
、
不
正
受
給

の
取
締
り
の
強
化
と
、
受
給
手
続
き
の
厳
格
化
を
定
め
た
「
改
正
」
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
。
そ

12



れ
ま
で
口
頭
で
も
受
理
で
き
た
申
請
を
文
書
申
請
と
し
て
資
産
状
況
を
確
認
し
、
扶
養
可
能
な
家
族

が
い
る
場
合
、
そ
の
家
族
に
扶
養
を
勧
告
し
、
拒
否
の
場
合
、
説
明
を
求
め
る
内
容
だ
。

　

反
貧
困
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
雨
宮
処
凛
氏
等
、
貧
困
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
人
々
や
団
体
は
反
対

し
た
。
当
然
だ
。
例
え
ば
明
日
の
食
住
も
覚
束
な
い
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
に
、
詳
細
な
書
類
が
整
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？  
家
族
の
虐
待
か
ら
逃
れ
て
い
る
人
に
、
家
族
が
頼
り
に
な
る
だ
ろ
う
か
？  

ま
た
、
家
族
に
迷
惑
が
及
ぶ
の
を
お
そ
れ
、
申
請
を
た
め
ら
う
困
窮
者
も
続
出
す
る
だ
ろ
う
。
何
よ

り
も
、
本
来
受
理
す
べ
き
生
活
保
護
申
請
を
、
役
所
の
窓
口
で
難
癖
を
付
け
て
受
け
付
け
な
い
「
水

際
作
戦
」
が
、
こ
れ
ま
で
も
横
行
し
て
い
た
が
、
こ
の
「
改
正
」
は
「
水
際
作
戦
」
を
合
法
化
し
て

し
ま
う
。
結
局
、
こ
の
「
改
正
」
案
は
、
一
三
年
六
月
、
一
度
は
廃
案
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
が
、
特
定
秘
密
保
護
法
の
喧
騒
に
紛
れ
る
形
で
再
提
案
さ
れ
、
可
決
、
成
立
。
不
適
切
な
受

給
者
が
多
い
か
ら
と
言
う
が
、
い
わ
ゆ
る
不
正
受
給
者
は
、
全
体
の
ほ
ん
の
一
部
だ
と
聞
く
。
受
給

者
の
飲
酒
や
パ
チ
ン
コ
は
、
感
心
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
違
法
で
は
な
い
（
特
に
パ
チ
ン
コ

業
界
は
、
意
図
的
に
困
窮
者
を
客
層
に
狙
う
と
も
聞
く
）。
先
ず
家
族
に
頼
れ
と
言
い
た
い
ら
し
い
が
、

13



こ
こ
数
年
、
家
族
ぐ
る
み
で
孤
立
し
て
窮
死
し
た
例
は
多
い
。
生
活
保
護
受
給
者
の
急
増
は
、
怠
け

者
が
増
え
た
か
ら
で
は
な
く
、
近
年
の
新
自
由
主
義
政
策
に
よ
る
雇
用
の
不
安
定
化
と
格
差
の
拡
大

で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
だ
ろ
う
。
国
の
政
策
で
困
窮
者
が
増
え
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
ケ
ア
す
る
の

は
納
税
者
国
民
に
対
す
る
国
の
責
務
の
は
ず
で
、「
生
活
保
護
の
受
給
は
恥
」
ど
こ
ろ
か
、
正
当
な

権
利
だ
と
思
う
が
、
な
ぜ
政
権
与
党
は
、
か
く
も
生
活
保
護
を
目
の
敵
に
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
特
定
秘
密
保
護
法
の
内
容
だ
。
行
政
の
責
任
者
の
一
存
で
秘
密
を
指
定
し

得
る
。
漏
え
い
し
た
公
務
員
へ
の
量
刑
は
最
高
懲
役
一
〇
年
で
、
国
会
議
員
も
例
外
で
は
な
い
。

「
不
当
な
」
方
法
で
入
手
・
暴
露
し
た
場
合
は
民
間
人
も
処
罰
対
象
で
、
未
遂
や
計
画
段
階
で
も
処

罰
し
得
る
と
い
う
、
極
め
て
異
例
の
抑
圧
的
性
格
を
持
つ
。
日
本
国
憲
法
で
は
国
会
の
国
政
調
査
権

を
定
め
て
い
る
が
、
こ
の
法
律
は
そ
れ
を
空
文
に
し
得
る
。
ま
た
、
刑
事
罰
を
伴
う
法
律
は
、
国
会

の
み
が
制
定
し
得
る
が
、
行
政
が
特
定
秘
密
を
指
定
す
る
こ
と
で
、
行
政
が
課
罰
権
を
握
る
こ
と
に

な
り
、「
国
会
は
国
政
の
最
高
機
関
」
と
定
め
た
憲
法
の
理
念
も
骨
抜
き
に
な
る
。
議
会
制
民
主
主

義
の
自
殺
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
内
容
な
の
で
、
自
民
党
内
で
も
政
党
人
の
長
老
た
ち
は
反
対
し
た
。
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司
法
の
行
方
も
考
え
て
み
よ
う
。
私
が
住
む
熊
本
県
は
、
水
俣
病
と
ハ
ン
セ
ン
病
と
い
う
二
大
国

賠
訴
訟
の
舞
台
と
な
っ
た
が
、
ど
ち
ら
も
裁
判
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
行
政
の
隠
蔽
と

無
責
任
の
体
質
だ
っ
た
。
行
政
は
水
俣
病
が
公
式
確
認
さ
れ
た
後
も
チ
ッ
ソ
を
庇
い
、
チ
ッ
ソ
は
六

〇
年
代
ま
で
不
知
火
海
に
有
機
水
銀
を
流
し
続
け
、
そ
の
責
任
が
明
白
に
な
っ
た
後
も
、
被
害
者
の

切
り
捨
て
に
励
ん
で
い
る
。
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
で
も
、
行
政
は
隔
離
政
策
の
過
ち
を
認
め
よ
う
と
せ

ず
、
国
側
代
理
人
の
司
法
官
僚
は
、
強
制
断
種
・
堕
胎
の
被
害
に
遭
っ
た
原
告
の
元
患
者
に
心
な
い

尋
問
を
浴
び
せ
、
原
告
弁
護
団
か
ら
「
犯
罪
的
訴
訟
活
動
」
と
非
難
さ
れ
た
。
さ
す
が
に
戦
後
の
裁

判
所
は
国
の
過
誤
を
無
視
で
き
ず
、
双
方
と
も
国
の
責
任
を
認
め
た
。
が
、
そ
の
時
点
で
特
定
秘
密

保
護
法
が
存
在
し
、
行
政
が
都
合
の
悪
い
事
実
を
全
て
秘
密
に
指
定
し
た
な
ら
ば
、
ど
う
だ
っ
た
だ

ろ
う
？  

公
正
な
審
理
は
不
可
能
と
な
り
、
国
を
相
手
の
訴
訟
で
原
告
の
勝
算
は
皆
無
と
な
る
。

　

こ
れ
こ
そ
が
、
政
権
与
党
・
官
僚
・
大
資
本
の
複
合
体
と
し
て
の
「
国
」
が
、
最
も
欲
し
が
っ
て

い
た
権
力
で
は
な
か
ろ
う
か
？  

「
日
本
は
ス
パ
イ
天
国
」
と
喧
伝
さ
れ
る
が
、
国
家
公
務
員
法
や

自
衛
隊
法
で
、
機
密
漏
え
い
に
は
相
当
の
罰
則
を
定
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
法
律
に
急
迫
の
必
要
性
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が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
肥
大
し
た
行
政
権
＝
「
国
」
が
、
国
会
や
裁
判
所
の
掣
肘
を
受
け
る
こ
と

な
く
、「
国
益
」
の
名
の
下
に
利
己
的
な
利
益
配
分
と
「
開
発
」
を
行
い
、
そ
れ
で
生
じ
た
弱
者
の

損
害
は
無
視
す
る
。
そ
れ
が
憲
法
を
「
改
正
」
す
る
こ
と
な
く
実
現
可
能
な
法
律
だ
。

　

以
上
、
特
定
秘
密
保
護
法
と
は
、
下
野
と
３

・
11
後
の
脱
原
発
デ
モ
の
高
ま
り
を
「
学
習
」
し
た

政
権
与
党
が
、「
貧
乏
人
に
は
金
を
回
さ
ず
、
文
句
を
言
わ
せ
ず
、
自
分
た
ち
の
権
益
は
死
守
し
続

け
る
」
た
め
の
、
そ
の
意
味
で
「
改
正
」
生
活
保
護
法
と
同
根
の
お
手
盛
り
法
だ
と
思
う
が
、
い
か

が
だ
ろ
う
か
？
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